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利用者・契約情報登録／変更 処理フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者の登録、変更やロック解除、電子証明書発行（再発行）等の管理を行います。 

 

１．利用者情報登録／変更 
 

 

 

・利用口座の照会および口座にコメントを付けます。 

・利用口座の取引限度額を変更します。 

 

２．契約口座情報変更（任意） 
 

 

 

・振込手数料を照会します。 

・任意に、先方負担手数料、当方負担手数料（総合振込）を設定します。 

 

４．振込手数料参照／変更（任意） 
 

 

 

法人（企業）としての取引限度額を変更します。 

 

３．契約法人限度額変更（任意） 
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１．利用者情報登録/変更（利用者の登録） 

 

手順１ 業務・作業内容を選択 

 

 

 

 

 

手順２ 利用者の新規登録を選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順３ 利用者情報を入力（1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページへ続く） 

CIBMU501 
利用者情報選択 

CIBMU502 
利用者情報登録 

管理者トップページ(CIBMU106) 

※全画面共通 

利用者の新規登録を行います。 

① 利用者・業務情報 登録/変更をクリックして 

ください。ドロップダウンメニューが表示されます。 

 

② 利用者情報登録/変更をクリックしてください。 

 

 
 

① 「新しい利用者の登録」メニューの新規登録を 

クリックしてください。 

※1 利用者は９名まで登録できます。 

不要になった利用者はセキュリティ上、 

登録抹消を行なってください。 

 

 

 

 

 

 
 

○ 利用者情報の設定 

下記項目をご入力ください。 
 

（1）利用者情報 

 

「利用者 ID」「利用者名（半角カナ英

数）」「利用者名（漢字）」をご入力く

ださい。 

（2）利用者 

    暗証番号 

「利用者暗証番号」をご入力 

ください。 

 

（3）利用者 

    確認暗証番号 

「利用者確認暗証番号」をご入力 

ください。 

 

（4）利用者 

Ｅメールアドレス 

「新しい利用者Ｅメールアドレス」を 

必ずご入力ください。 

 

 

※1 暗証番号は仮の暗証番号となります。 

利用者の初回ログオン時に利用者ご自身が 

再設定できます。 

※2 Ｅメールアドレスは取引に関する重要なお知らせ 

を通知しますので必ずご入力ください。 

①→ 

②→ 

①→ 

（１）→ 

（２）→ 

（３）→ 

（４）→ 
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手順４ 利用者情報の入力（2/2） 

（前ページの続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIBMU502 
利用者情報登録 

① 電子証明書を「発行する」を選択してください。 

 

○ 利用者権限および限度額の設定 

下記項目をご入力ください。 

※1 権限を付与すると利用者に該当のメニューが表示 

されます。 
 

（１） 

利用者権限 

および限度額 

（オンライン取引） 

1.オンライン取引の各業務について、 

権限を付与する場合はチェックボックスに 

チェックを入れてください。 

2.資金移動と収納の限度額を設定して 

ください。 

※1 上限限度額を超える金額は設定 

できません。 

 

（２） 

利用者権限 

および限度額 

（ファイル伝送） 

 

1.ファイル伝送の各取引について、 

権限を付与する場合はチェックボックスに 

チェックを入れてください。 

※2 ファイル伝送の「登録」「承認」「送信」の 

各操作の権限については、利用者ごとに 

設定することができます。 

2.総合振込・給与振込等の承認限度額 

を設定してください。 

※3 上限限度額を超える金額は設定 

できません。 

 

 

※2 全てのチェックボックスにチェックを入れる場合は、 

全選択をクリックしてください。 

※3 全てのチェックボックスのチェックを外す場合は、 

各セクション上部のクリアをクリックしてください。 

※4 ファイル伝送は B タイプのご契約が必要です。 

※5 上限限度額の変更については、 

➣[２．契約口座情報変更、 

３．契約法人限度額変更] 

をご参照ください。 

 

② でんさいネットのご契約がある場合のみ表示します。 

「でんさいネット登録完了のお知らせ」に記載の 

「でんさい管理者 ID、でんさい担当者 ID」を選択 

してください。 

詳しくはでんさいネットの操作マニュアル 

「初めてのログオン方法」を参照願います 

 

③ 契約法人確認暗証番号をご入力ください。 

※1 ご入力情報をクリアする場合は、画面下部のクリア 

をクリックしてください。なお、クリックした場合は全項目

がクリアされますのでご注意ください。 

 

④ 登録をクリックしてください。 

 

（１）→ 

（２）→ 

②→ 

④→ 

①→ 

③→ 
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手順５ 新規登録した利用者の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIBMU501 
利用者情報選択 

 

① 登録した利用者の情報が一覧表に表示されている

ことをご確認ください。 

※1 権限が付与されている業務には「○」が表示 

されます。 

※2 既に登録済の利用者が存在する場合は、 

表の最下行に追加されます。 

 

② 一覧表示をクリックすると一覧を横スクロールなしで

ポップアップします。 

 

 
①→ 

②→ 
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１．利用者情報登録/変更（利用者の変更） 

 

手順１ 業務・作業内容を選択 

 

 

 

 

 

 

 

手順２ 対象の利用者と管理業務を選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIBMU501 
利用者情報選択 

管理者トップページ(CIBMU106) 

※全画面共通 
管理者トップページ(CIBMU106) 

※全画面共通 

利用者の変更やロック解除、電子証明書発行（再発

行）等の管理を行います。 

 

① 利用者・業務情報 登録/変更をクリックして 

ください。ドロップダウンメニューが表示されます。 

 

② 利用者情報登録/変更をクリックしてください。 

 
 

① 画面上の利用者情報の変更をクリックして 

ください。 

画面内の「利用者情報の変更」エリアに 

移動します。 

※1 画面を下方向にスクロールしても移動できます。 

※2 自動遷移リンクは画面上部以外にも配置されて 

います。 

 

② 「利用者情報の変更」メニューの利用者一覧から、 

対象の利用者をご選択ください。 

○ 目的の操作をご選択ください。 

（１） 

利用者情報の変更 

 

変更をクリックしてください。 

➣手順３へ遷移 

（２） 

利用者情報の 

登録抹消 

登録抹消をクリックしてください。 

➣手順５へ遷移 

 

（３） 

事故登録 

 

一時的に利用を停止します。 

1.事故登録理由をご入力ください。 

2.契約法人確認暗証番号をご入力 

ください。 

3.事故登録をクリックしてください。 

（４） 

事故登録解除 

 

事故登録を解除します。 

1.契約法人確認暗証番号をご入力 

ください。 

2.事故登録解除をクリックしてください。 

 

（５） 

利用中止（ロック） 

解除 

 

利用者の暗証番号ロックを解除します。 

1.契約法人確認暗証番号をご入力 

ください。 

2.利用中止解除をクリックしてください。 

 

（６） 

合言葉の初期化 

 

利用者が合言葉を喪失した場合に再登

録のため初期化します。画面の指示に沿っ

て操作してください。 

初期化をクリックしてください。 

 

（７） 

合言葉のロック解除 

 

利用者の合言葉ロックを解除します。 

画面の指示に沿って操作してください。 

ロック解除をクリックしてください。 

 

 

②→ 

（１）→ 

①→ 

（２）→ 

（３）→ 

（４）→ 

（５）→ 

①→ 

②→ 

（６）→ 

（７）→ 
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手順３ 利用者情報の変更（1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページへ続く） 

 

CIBMU503 
利用者情報変更 

○ 変更する項目について、ご入力ください。 
 

（1） 

利用者情報 

 

「利用者名（半角カナ英数）」「利用者

名（漢字）」を変更できます。 

※ 利用者 IDは変更できません。 

 

（2） 

利用者暗証番号 

「利用者暗証番号」を変更できます。 

 

（3） 

利用者 

確認暗証番号 

「利用者確認暗証番号」を変更できます。 

 

（4） 

その他の利用者情報 

 

「事故登録有り」の利用者の場合は、事

故登録日と事故登録理由が表示されま

す。事故登録理由を変更される場合は、

ご入力ください。 

※ 事故登録は利用者の利用を一時的に 

停止します。 

 

（5） 

利用者 

電子証明書情報 

 

電子証明書の失効や再発行を行います。 

※ 電子証明書の有効期限切れの場合は、 

「現在の電子証明書を失効し、再発行する」 

を選択してください。 

 

（6） 

利用者権限 

および限度額 

（オンライン取引） 

取引の権限と限度額を変更できます。 

※ 上限限度額を超える金額は設定 

できません。 

 

 

 

※1 全てのチェックボックスにチェックを入れる場合は、 

全選択をクリックしてください。 

※2 全てのチェックボックスのチェックを外す場合は、 

各セクション上部のクリアをクリックしてください。 

 

（１）→ 

（２）→ 

（３）→ 

（４）→ 

（６）→ 

（５）→ 
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手順４ 利用者情報の変更（2/2） 

（前ページの続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 変更する項目について、ご入力ください。 
 

（1） 

利用者権限 

および限度額 

（ファイル伝送） 

1.ファイル伝送の各業務について、権限を 

変更できます。 

※ ファイル伝送の「登録」「承認」「送信」の 

各操作の権限も設定できます。 

 

2.総合振込・給与振込等の承認限度額 

を変更できます。 

※ 上限限度額を超える金額は設定 

できません。 

 

 

※1 全てのチェックボックスにチェックを入れる場合は、 

全選択をクリックしてください。 

※2 全てのチェックボックスのチェックを外す場合は、 

各セクション上部のクリアをクリックしてください。 

※3 ファイル伝送は B タイプのご契約が必要です。 

※4 上限限度額の変更については、 

➣[２．契約口座情報変更、 

３．契約法人限度額変更] 

をご参照ください。 

 

① でんさいネットのご契約がある場合のみ表示します。 

でんさい管理者 ID、でんさい担当者 ID の 

割り当て変更を行います。 

詳しくはでんさいネットの操作マニュアル 

「初めてのログオン方法」を参照願います 

 

② 契約法人確認暗証番号をご入力ください。 

※5 ご入力情報をクリアする場合は、画面下部の 

クリアをクリックしてください。 

なお、クリックした場合は全項目が変更前の入力 

内容に戻りますのでご注意ください。 

 

③ 変更をクリックしてください。 

➣手順 2 へ遷移 

（１）→ 

←① 

③→ 

②→ 
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手順５ 利用者情報登録抹消確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順６ 利用者が登録抹消されたことを確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIBMU505 
利用者情報登録抹消確認 

① 登録抹消する利用者をご確認ください。 

 

② 契約法人確認暗証番号をご入力ください。 

 

 

③ 登録抹消をクリックしてください。 

※1 利用者情報登録抹消を中止する場合は、 

キャンセルをクリックしてください。 

➣手順６へ遷移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 登録抹消した利用者の情報が一覧表から 

削除されたことをご確認ください。 

①→ 

②→ 

③→ 

①→ 
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２．契約口座情報変更 

・利用口座の照会および口座にコメントを付けます。 

・利用口座の取引限度額の変更を行います。 

・取引限度額の関係 

 利用者ごとの限度額 ≦ 利用口座の限度額 ≦ 契約法人限度額 ≦ Biznet限度額 

 

手順１ 業務・作業内容を選択 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

手順２ 変更対象の契約口座を選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理者トップページ(CIBMU106) 

※全画面共通 

CIBMU506 
契約口座情報選択 

① 利用者・業務情報 登録/変更をクリックして 

ください。ドロップダウンメニューが表示されます。 

 

② 契約口座情報変更をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

① 変更する対象の口座をご選択ください。 

 

② 変更をクリックしてください。 

 

 

 

 

 
②→ 

①→ 

管理者トップページ(CIBMU106) 

※全画面共通 
管理者トップページ(CIBMU106) 

※全画面共通 

①→ 

②→ 
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手順３ 契約口座情報を変更（1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順４ 契約口座情報を変更（2/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIBMU507 
契約口座情報変更 

CIBMU507 
契約口座情報変更 

⑤→ 

①→ 

①→ 

① 選択した口座の情報をご確認ください。 

コメントを設定する場合は、ご入力ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

① 資金移動取引について、 

1回単位の限度額をご入力ください。 

※ 初期値は、1,000 万円 

1日単位の限度額をご入力ください。 

※ 初期値は、3,000 万円 

 

② 収納取引（税金各種料金払込み）について、 

1回単位の限度額をご入力ください。 

1日単位の限度額をご入力ください。 

※ 初期値は、1,000 万円 

 

③ ファイル伝送の 1回単位の限度額を 

ご入力ください。 

※ 初期値は、1億円 

 

 

 

 

 

 

④ 契約法人確認暗証番号をご入力ください。 

 

 

⑤ 変更をクリックしてください。 

➣手順２へ遷移 

※1 契約口座情報変更を中止する場合は、 

キャンセルをクリックしてください。 

➣手順２へ遷移 

 

 

②→ 

③→ 

④→ 

限度額には、上限額（契約法人限度額）を超える金

額を設定することはできません。 

ご注意ください 
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３．契約法人限度額変更 

・法人（企業）としての取引限度額を変更します。 

・取引限度額の関係 

 利用者ごとの限度額 ≦ 利用口座の限度額 ≦ 契約法人限度額 ≦ Biznet限度額 

 

手順１ 業務・作業内容を選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順２ 契約法人限度額の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIBMU512 
契約法人限度額変更 

① 利用者・業務情報登録/変更をクリックして 

ください。ドロップダウンメニューが表示されます。 

 

② 契約法人限度額変更をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

① 資金移動の取引について、 

1回単位の限度額をご入力ください。 

※ 初期値は、1,000 万円 

1日単位の限度額をご入力ください。 

※ 初期値は、3,000 万円 

 

②収納取引（税金各種料金払込み）について、 

1回単位の限度額をご入力ください。 

1日単位の限度額をご入力ください。 

※ 初期値は、1,000 万円 

 

③ ファイル伝送の各取引について、 

1回単位の限度額をご入力ください。 

※ 初期値は、1億円 

 

 

 

 

 

 

 

④ 契約法人確認暗証番号をご入力ください。 

 

 

⑤ 変更をクリックしてください。 

※1 ご入力情報をクリアする場合は、クリアを 

クリックしてください。 

 

※2 契約法人限度額変更を中止する場合は、 

キャンセルをクリックしてください。 

管理者トップページへ遷移します。 

 

限度額には、上限額（Biznet限度額）を超える金額

を設定することはできません。 

ご注意ください 

管理者トップページ(CIBMU106) 

※全画面共通 

管理者トップページ(CIBMU106) 

※全画面共通 
管理者トップページ(CIBMU106) 

※全画面共通 

①→ 

②→ 

①→ 

③→ 

④→ 

⑤→ 

②→ 
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手順３ 契約法人限度額変更完了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIBMU514 
契約法人限度額変更完了 

① 変更後の「オンライン限度額」をご確認ください。 

 

② 変更後の「収納限度額」をご確認ください。 

 

③ 変更後の「ファイル伝送限度額」をご確認ください。 

 

④ グローバルメニューより他の操作をご選択ください。 

 

 

① 

② 

③ 
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４．振込手数料参照／変更 

・振込手数料を照会します。 

・任意に、先方負担手数料、当方負担手数料（総合振込）を変更します。 

 

手順１ 業務・作業内容を選択 

 

 

 

 

 

 

 

手順２ 振込手数料選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIBMU515 
振込手数料マスタ選択 

① 利用者・業務情報登録/変更をクリックして 

ください。ドロップダウンメニューが表示されます。 

 

② 振込手数料参照/変更をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

① 照会したい振込手数料をご選択ください。 

※ 当方負担振込手数料は総合振込をご契約の 

場合に表示します。 

 

② 選択をクリックしてください。 

➣手順３へ遷移 

 

 

 
②→ 

①→ 

管理者トップページ(CIBMU106) 

※全画面共通 

管理者トップページ(CIBMU106) 

※全画面共通 
管理者トップページ(CIBMU106) 

※全画面共通 

①→ 

②→ 
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手順３ 振込手数料の参照と変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIBMU516 
振込手数料マスタ変更／参照 

① 現在の振込手数料情報をご確認ください。 

契約法人開通確認後は「標準手数料」が 

登録されています。 

※1 標準数料は Biznet振込手数料です。 

詳しくは当行ホームページをご覧ください。 

 

② 手数料を変更しない場合は、戻るを 

クリックしてしてください。 

➣手順２へ遷移 

 

③ 手数料を変更する場合は、次の操作をご選択 

ください。 

※1 手数料計算方法は先方負担振込手数料の 

場合に表示します。 
 

（1）個別手数料を 

    設定、または内容 

    を変更する場合 

1.標準手数料を変更できます。 

➣手順４へ遷移 

（2）金融機関の 

    標準手数料を 

    設定する場合 

1.個別手数料を標準手数料に戻し

ます。 

➣手順６へ遷移 

（3）手数料計算方法 

    を変更する場合 

1.先方負担振込手数料の計算方

法を先行します。 

➣手順７へ遷移 

 

 

①→ 

（1）→ 

②→ 

（2）→ 

（3）→ 
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手順４ 個別手数料変更を選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順５ 個別手数料を設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIBMU517 
個別振込手数料マスタ登録

／変更 

CIBMU516 
振込手数料マスタ変更／参照 

① 個別手数料変更をクリックしてください。 

 

※1 先方負担手数料については、 

➣[3.11 補足・ファイル仕様  

振込手数料差引機能]をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

① 手数料計算方式を変更する場合は、 

   プルダウンより方式をご選択ください。 

※1 手数料計算方法は先方負担振込手数料の 

場合に表示します。 

 

② 「基準金額」と「振込手数料（差額金額）」を 

ご変更ください。 

※1 標準手数料を使用する場合は、 

   標準手数料読込をクリックしてください。 

    ※2 ご入力情報をクリアする場合は、クリアを 

クリックしてください。 

 

③ 「契約法人確認暗証番号」をご入力ください。 

 

 

④ 登録をクリックしてください。 

 ➣手順３へ遷移 

※4 操作を中止する場合は、キャンセルを 

クリックしてください。 

➣手順３へ遷移 

 

 

 

 

①→ 

④→ 

③→ 

②→ 

①→ 



2.2 利用者・契約情報登録／変更 
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手順６ 標準手数料を設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順７ 手数料計算方法を変更（先方負担振込手数料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIBMU516 
振込手数料マスタ変更／参

照 

CIBMU516 
振込手数料マスタ変更／参

照 

 

個別手数料を標準手数料に戻します。 

① 「契約法人確認暗証番号」をご入力ください。 

 

② 標準手数料使用をクリックしてください。 

 ➣手順３へ遷移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

① 手数料計算方式をプルダウンより 

ご選択ください。 

※1 初期値は「据置型」です。 

※2 手数料計算方式については、 

➣[3.11 補足・ファイル仕様  

振込手数料差引機能]をご参照ください。 

 

② 「契約法人確認暗証番号」をご入力ください。 

 

③ 手数料計算方法切替をクリックしてください。 

 ➣手順３へ遷移 

 

①→ 

②→ 

②→ 

③→ 

①→ 


